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別紙１ 対象施設の所在地等 

１．公共下水道事業 

１－１．下水処理場  

（１）立地条件等 

表 1 対象となる下水処理場（新居浜市下水処理場） 

項目 内容 

施設名称 新居浜市下水処理場 

所在地 新居浜市菊本町二丁目 15 番 1 号 

敷地面積 149,767 平方メートル 

処理能力 51,400 m3／日 

排除方式 分流式 

水処理方式 標準活性汚泥法 2 池 

ステップ流入式二段硝化脱窒法 3 池 

汚泥処理方式 濃縮－消化－脱水 

処理開始日 昭和 55 年 3 月 31 日 

都市計画区域 区域内 

市街化区域 区域内 

用途地域 工業専用地域（建ぺい率 60 ％、容積率 200 %） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 施設配置図（新居浜市下水処理場） 
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（２）施設構成の概要 

 

表 2 処理場施設の施設構成の概要(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体 認可 現有

電気施設 受電電力 受電電圧　6,600V － － －

契約電力　　830KW － － －

自家発電設備 発電電圧　6,600V発電出力　1,000KVA － － ２基

建築施設
ポンプ棟

鉄筋コンクリート造地下3階地上1階(菊本雨水
ポンプ場含む）

１棟 １棟 １棟

管理棟 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階 １棟 １棟 １棟

機械棟 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 １棟 １棟 １棟

汚泥濃縮棟 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階 １棟 １棟 １棟

浄化槽汚泥等受入
施設

鉄筋コンクリート造地下1階地上2階 １棟 １棟 １棟

水処理施設 汚水沈砂池 幅4.95×長5.2×深3.4m ２池 ２池 ２池

φ700mm×55m３/min － １台 １台

φ450mm×24m３/min ２台 １台 １台

φ350mm×12m３/min １台 １台 －

φ300mm×9m３/min ２台 ２台 ２台

φ250mm×6m３/min １台 １台 １台

最初沈殿池 幅10.8×長39×深3.1m ３池 ３池 ４池

反応タンク 幅10.8×長79×深4.6m ６池 ６池 ５池

最終沈殿池 幅10.8×長45×深3.0m ６池 ６池 ５池

塩素混和池 幅1.4×長354×深1.5m １池 １池 １池

ブロワー φ400mm×190m３/min １台 １台 １台

φ350mm×134m３/min ２台 ２台 ２台

施設の名称 形状寸法
計画数量

汚水ポンプ
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表 3 処理場施設の施設構成の概要(2/2) 
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１－２．下水道管路 

（１）立地条件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 2 下水道計画一般図（汚水） 
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（２）施設構成の概要 

表 4 汚水マンホールポンプ場の施設構成の概要 
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１－３．雨水ポンプ場  

（１）立地条件等 

 

表 5 雨水ポンプ場の立地条件 

区分 施設名称 所在地 備考 

雨水ポンプ

場 

 

 

西原雨水ポンプ場 西原町 3-5-3 西原排水区 

港町雨水ポンプ場 港町 16-26 港町排水区 

垣生雨水ポンプ場 垣生 3-5-6 垣生排水区 

菊本雨水ポンプ場 菊本町 2-15-1 菊本排水区 

江の口雨水ポンプ場 垣生 3-2-7 江の口排水区 

松神子雨水ポンプ場 長岩 4-27 松神子排水区 

沢津雨水ポンプ場 清水町 12-13 国領川排水区 

土場雨水ポンプ場 新田町 1-4-31 王子川排水区 

中央雨水ポンプ場 西原町 2-7-66 中央排水区 

東浜雨水ポンプ場 阿島 1-12-23 白浜川排水区 

宇高第一雨水ポンプ場 宇高町 4-13-22 宇高第一排水区 

白浜排水ポンプ場 多喜浜 4-4-52  

黒島排水ポンプ場 黒島 2-1-29  

多喜浜排水ポンプ場 多喜浜 2-16-7  

多喜浜新田排水ポンプ場 多喜浜 3-4-67  

惣開排水ポンプ場 惣開町 3-25  

王子川排水ポンプ場 新田町 1-4-28  

垣生北排水ポンプ場 垣生 6-6-31  

新白浜排水ポンプ場 多喜浜 5-3-91 地先  

南白浜排水ポンプ場 多喜浜 4-6-15  

大島排水ポンプ場 大島 192 地先  

大島第二排水ポンプ場 大島 232 地先  

磯浦西排水ポンプ場 磯浦町 16-7  

新磯浦排水ポンプ場 磯浦町 11-25   

磯浦排水ポンプ場 磯浦町 7 地先  

宮西排水ポンプ場 宮西町 5-81 地先  

久保田排水ポンプ場 一宮町 2-5-20  

中須賀排水ポンプ場 中須賀町 1-6 地先  

新須賀排水ポンプ場 新須賀町 4-15-34 地先  

南小松原排水ポンプ場 南小松原町 9 地先  

旧江の口排水ポンプ場 松神子 4-2-32  

切抜排水ポンプ場 阿島 2-17-3 地先  

落神排水ポンプ場 落神町 1-21 地先  

松神子第二排水ポンプ場 松神子 1-5-14 地先  

東田排水ポンプ場 東田 2-1773-10 地先  

国領排水ポンプ場 船木 4884-1 地先  

一宮排水ポンプ場 一宮町 2-4-8 地先  
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表 6 樋門・スクリーンの立地条件 

区分 施設名称 所在地 備考 

樋門 

惣開樋門 惣開町 3-25 地先  

西原樋門 西原町 3-1-1 地先  

王子川樋門 新田町 1-4-28 地先  

黒島樋門 黒島 2-1-29 地先  

沢津青戸尻樋門 清水町 12-13 地先 2 基 

前浜樋門 垣生 3-4-45 地先  

山端樋門 垣生 3-5-44 地先 2 基 

南白浜樋門 多喜浜 4-6-18 地先  

又野川樋門 長岩町 4-27 地先  

神郷 1 丁目樋門 神郷 1-3-17 地先  

王子樋門 前田町 5 地先  

東川樋門 一宮町 2-5 地先  

久保田樋門 久保田町 2-2 地先  

長岩樋門 長岩町 5-11 地先 4 基 

スクリーン 

下泉 下泉 1-17-75 地先  

西喜光地 西喜光地 2-4-14 地先  

喜光地 喜光地 1-6-52  

江の口 1 号雨水幹線 田の上 2-6-26  

山端 垣生 3-5-13  

江口雨水幹線 北新町 13-60 2 基 

中須賀 1 号 泉宮町 6-15  

中須賀２号 泉宮町 6-15  

中須賀３号 中須賀町 1-5-13  

中須賀４号 中須賀町 2-3-10  

新田 1 号 新田町 3-2-27  

図書館 北新町 10-1 2 基 
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（２）施設構成の概要 

 

表 7 雨水ポンプ場の施設構成の概要 

 

 

 

 

 

 

区分 施設名称 計画水量 現有能力 供用開始年月 

雨水ポンプ場 

西原雨水ポンプ場 2.238m3/s 4.667m3/s 昭和 29 年 3 月 

港町雨水ポンプ場 1.954m3/s 1.954m3/s 昭和 39 年 3 月 

垣生雨水ポンプ場 6.369m3/s 4.443m3/s 昭和 49 年 3 月 

菊本雨水ポンプ場 7.873m3/s 7.973m3/s 昭和 55 年 3 月 

江の口雨水ポンプ場 17.592m3/s 18.000m3/s 昭和 61 年 3 月 

松神子雨水ポンプ場 6.453m3/s 6.500m3/s 平成元年 3 月 

沢津雨水ポンプ場 8.609m3/s 8.833m3/s 平成 7 年 3 月 

土場雨水ポンプ場 8.054m3/s 8.167m3/s 平成 10 年 3 月 

中央雨水ポンプ場 9.715m3/s 9.750m3/s 平成 16 年 3 月 

東浜雨水ポンプ場 6.680m3/s 3.000m3/s 昭和 57 年 3 月 

宇高第一雨水ポンプ場 3.646m3/s 4.417m3/s 昭和 57 年 3 月 

白浜排水ポンプ場 1.614m3/s 1.614m3/s 昭和 48 年 1 月 

黒島排水ポンプ場 1.333m3/s 1.333m3/s 昭和 52 年 8 月 

多喜浜排水ポンプ場 2.633m3/s 2.633m3/s 昭和 51 年 3 月 

多喜浜新田排水ポンプ場 2.000m3/s 2.000m3/s 昭和 49 年 3 月 

惣開排水ポンプ場 2.338m3/s 2.338m3/s 昭和 27 年 3 月 

王子川排水ポンプ場 6.000m3/s 6.000m3/s 昭和 57 年 1 月 

垣生北排水ポンプ場 0.667m3/s 0.667m3/s 昭和 54 年 3 月 

新白浜排水ポンプ場 0.667m3/s 0.667m3/s 昭和 52 年 8 月 

南白浜排水ポンプ場 0.517m3/s 0.517m3/s 平成元年 1 月 

大島排水ポンプ場 0.217m3/s 0.217m3/s 平成 11 年 10 月 

大島第二排水ポンプ場 0.320m3/s 0.320m3/s 平成 26 年 3 月 

磯浦西排水ポンプ場 0.500m3/s 0.500m3/s 平成 23 年 6 月 

新磯浦排水ポンプ場 0.096m3/s 0.096m3/s 平成 11 年 3 月 

磯浦排水ポンプ場 0.758m3/s 0.758m3/s 昭和 52 年 9 月 

宮西排水ポンプ場 0.753m3/s 0.753m3/s 平成 12 年 3 月 

久保田排水ポンプ場 0.500m3/s 0.500m3/s 平成 14 年 3 月 

中須賀排水ポンプ場 0.283m3/s 0.283m3/s 平成元年 3 月 

新須賀排水ポンプ場 0.230m3/s 0.230m3/s 平成 14 年 3 月 

南小松原排水ポンプ場 0.500m3/s 0.500m3/s 平成 21 年 7 月 

旧江の口排水ポンプ場 0.667m3/s 0.667m3/s 昭和 52 年 8 月 

切抜排水ポンプ場 0.667m3/s 0.667m3/s 平成 8 年 3 月 

落神排水ポンプ場 0.350m3/s 0.350m3/s 平成 19 年 8 月 

松神子第二排水ポンプ場 0.585m3/s 0.585m3/s 平成 26 年 3 月 

東田排水ポンプ場 0.167m3/s 0.167m3/s 平成 23 年 7 月 

国領排水ポンプ場 0.230m3/s 0.230m3/s 平成 23 年 3 月 

一宮排水ポンプ場 0.543m3/s 0.543m3/s 平成 28 年 5 月 
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図 3 雨水ポンプ場、樋門・スクリーン位置図 
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２．水道事業  

２－１．水源施設  

（１）立地条件等 

 

表 8 対象となる水源施設 

 

 

施設 
川西給水区 川東給水区 上部給水区 

No 名称 No 名称 No 名称 

①水源地 1 政枝第１水源 10 横地水源 16 吉岡水源 

 2 政枝第２水源 11 宇高第１水源 17 角野水源 

 3 桜内水源 12 宇高第２水源 18 上泉水源 

 4 西高木水源 13 下泉北水源 19 北内東水源 

 5 庄内西水源 14 下泉南水源 20 角野新田水源 

 6 庄内東水源 15 田の上水源 21 角野新田東水源 

 7 城下水源   22 城主水源 

 8 東高木水源     

 9 天神の木水源     

②送水場 23 滝の宮送水場 24 清住送水場 25 吉岡送水場 

・中継場     26 瑞応寺送水場 

     27 新山根送水場 

     28 船木送水場 

     29 治良丸中継場 

     30 立川中継場 

     31 大久保中継場 

③配水池 32 金子山配水池 33 清住配水池 34 瑞応寺配水池 

     35 船木配水池 

     36 谷前配水池 

     37 篠場配水池 

     38 治良丸配水池 

     39 立川配水池 

     40 新山根配水池 



 

別紙-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 水源施設位置図  
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（２）施設構成の概要 

①水源地 

表 9 水源施設の施設構成の概要（水源地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：水源応力、下段：( ) 計画取水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水  源  名 水 源 能 力 水  源  名 水 源 能 力 

川

西

給

水

区 

政枝第１ 
1,500 m3/日 

(1,500m3/日) 

上

部

給

水

区 

吉岡 
15,900 m3/日 

(15,900 m3/日) 

桜内 
4,500 m3/日 

(3,500 m3/日) 

上泉 
2,700 m3/日 

(2,700 m3/日) 

北内東 
2,700 m3/日 

(2,700 m3/日) 

庄内西 
3,000 m3/日 

(2,700 m3/日) 
角野 

2,700 m3/日 

(2,700 m3/日) 

天神の木 
4,000 m3/日 

(4,000 m3/日) 

角野新田

東 

3,700 m3/日 

(3,700 m3/日) 

西高木 
2,000 m3/日 

(2,000 m3/日) 
角野新田 

3,000 m3/日 

(3,000 m3/日) 

城下 
3,000 m3/日 

(2,500 m3/日) 
城主 

5,040 m3/日 

(7,300 m3/日) 

庄内東 
3,000 m3/日 

(2,600 m3/日) 

川

東

給

水

区 

宇高第１ 
3,000 m3/日 

(2,800 m3/日) 

東高木 
3,000 m3/日 

(2,200 m3/日) 
宇高第２ 

3,500 m3/日 

(3,500 m3/日) 

政枝第２ 
1,100 m3/日 

(1,100 m3/日) 
横地 

4,300 m3/日 

(3,800 m3/日) 

＜水源能力(計画取水量)＞ 

川西：25,100m3/日(22,100m3/日) 

上部：35,740m3/日(38,000m3/日) 

川東：20,000m3/日(18,600m3/日) 

合計：80,840m3/日(78,700m3/日) 

田の上 
2,000 m3/日 

(2,000 m3/日) 

下泉北 
3,600 m3/日 

(3,600 m3/日) 

下泉南 
3,600 m3/日 

(2,900 m3/日) 
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②送水場・中継場 

表 10 水源施設の施設構成の概要（送水場・中継場）  

  ※：将来計画 9,259m3/日    

 

 

③配水池 

表 11 水源施設の施設構成の概要（配水池）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給 水 区 
送水場 

・中継場 
吸水池容量 送 水 量 浄 水 

川西給水区 滝の宮送水場 890m3 13,500m3/日 次亜消毒 

上部給水区 

吉岡送水場 240m3 21,958m3/日  

瑞応寺送水場 30m3 8,128m3/日 次亜消毒 

治良丸中継場 15m3 210m3/日  

立川中継場 16.9m3 539m3/日  

新山根送水場 400m3 6,418m3/日※ 次亜消毒 

大久保中継場 100m3 2,841m3/日  

船木送水場 5m3 179m3/日  

川東給水区 清住送水場 800m3 13, 968m3/日 次亜消毒､除 Fe･Mn 

配水池名称 容 量 L2 対応 緊急遮断弁 H.W.L(G.L) L.W.L(G.L) 

金子山 6,000m3 3,000m3 有(3,000m3) 66.5m 62.5m 

瑞応寺 4,900m3 4,900m3 無 86.0m 82.0m 

新山根 5,000m3 5,000m3 有(2,500m3) 86.0m 79.8m 

篠 場 4,900m3 4,900m3 有(2,400m3) 138.5m 132.5m 

船 木 2,000m3 2,000m3 有(1,000m3) 150.4m 145.4m 

治良丸 300m3 300m3 無 172.9m 165.0m 

谷 前 240m3 240m3 無 189.4m 185.4m 

立 川 260m3 260m3 有(260m3) 187.8m 185.0m 

清 住 4,500m3 － 無 63.0m 59.0m 
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図 5 給水系統図  
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２－２．水道管路 

（１）立地条件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 6 水道事業対象管路図  
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３．工業用水道事業 

３－１．工水施設及び工水管路  

（１）立地条件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 新居浜市工業用水道事業の概要図  
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図 8 工業用水道施設系統図  
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（２）施設構成の概要 

 

表 12 工業用水道施設の施設構成の概要 
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（３）更新路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 工業用水道更新路線図  
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別紙２  サービス対価の支払方法 

 

１．サービス対価の構成と支払方法 

（１）サービス対価の構成 

 市は事業者が行う本事業に係る各業務及び工事に対する対価を、サービス対価と

して支払うものとする。 

 

【表 1-1】本事業に係るサービス対価  

 業務 
ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
項目 備考 

管
理
・
更
新
一
体
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
方
式
（
レ
ベ
ル
3.5
） 

統括管理業務 
A-1 人件費  

A-2 その他（人件費以外） 開業費、運営費、保険料等 

維持管理業業務 

【上・工・下】 

・運転管理 

・保守点検 

・修繕 

・情報管理 

・廃棄物管理 

B-1 固定費 A  

B-2 固定費 B(精算) 
固定費のうち精算対象とす

るもの 

B-3 変動費 A  

B-4 変動費 B(精算) 
変動費のうち精算対象とす

るもの 

コンサルタント 

業務 

【上・工・下】 

C-1 更新計画  

C-2 実施設計  

C-3 工事監理(管路)  

改築工事 

・整備工事 

【工・下】 

D-1 改築工事(処理場)  

D-2 
整備工事(処理場) （精

算） 
 

D-3 改築工事(工水管路) ※実施する場合 

そ
の
他 

雨水ポンプ場等 

維持管理業務 

E-1 固定費 A  

E-2 固定費 B（精算）  

E-3 変動費（精算）  

面整備業務 

（D+CM） 

F-1 実施設計 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

F-2 工事監理 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

汚水桝設置業務 

（DB+CM） 

G-1 設計・設置工事（精算） 業者契約、検査、支払い 

G-2 工事監理 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 
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（２）管理・更新一体マネジメント方式（レベル 3.5）に係る対価 

 

１）統括管理業務の対価 

ア．対価の内容  

市は事業者が行う本事業の統括管理業務に対する対価を、サービス対価とし

て支払うものとする。（毎月支払いを基本とするが、事業期間中において市と

事業者の協議により変更も可能とする。）  

   当該サービス対価は、【表 1-2】に示すように、人件費とその他（人件費以

外）で構成される。 

 

【表 1-2】統括管理業務に係るサービス対価 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
項目 対価の主な内容 支払方法 

A-1 人件費 ・SPC の運営に係る人件費。 ・毎月支払い 

A-2 その他（人件費以外） ・SPC 開業費、運営費、保険料など ・毎月支払い 

 

イ．対価の算出方法と支払方法  

①サービス対価 A-1 の算出方法と支払方法 

統括管理業務の対価のうち、SPC の運営に係る人件費を対象とする。 

事業者により提案された額をもとに決定された年度ごとの支払額を 12 月で除

した金額について毎月支払うものとする。 

 

②サービス対価 A-2 の算出方法と支払方法 

統括管理業務の対価のうち、SPC の運営に係る人件費以外の費用を対象とす

る。 

事業者により提案された額をもとに決定された年度ごとの支払額を 12 月で除

した金額について毎月支払うものとする。 
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２）維持管理業務の対価 

ア．対価の内容  

市は事業者が行う本件施設の維持管理業務に対する対価を、サービス対価と

して支払うものとする。（毎月支払いを基本とするが、事業期間中において市

と事業者の協議により変更も可能とする。）  

   当該サービス対価は、【表 1-3】に示すように、固定費と変動費で構成さ

れ、それぞれ精算対象であるものと精算対象外であるものに区分される。 

 

【表 1-3】維持管理業務に係るサービス対価 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
項目 対価の主な内容 支払方法 

B-1 固定費 A 

・維持管理業務に係る委託費等及

び処理場施設（下水処理場及びし

尿浄化槽汚泥受入施設をいう。以

下同じ。）の運転管理に係る薬品

（活性炭）。（修繕業務、廃棄物

管理業務の一部を除く） 

・毎月支払い 

B-2 固定費 B（精算） 

・維持管理業務のうち、修繕業務、

廃棄物管理業務の一部に係る委託

費等。 

・毎月支払い 

・年度最終月に実

費との差額を精算 

B-3 変動費 A 
・処理場施設の運転管理に係る薬

品費（次亜）。 

・毎月支払い 

B-4 変動費 B（精算） 

・処理場施設の運転管理に係るユ

ーティリティ費等（薬品費の一部

を除く）。 

・水源施設及び工水施設の運転管

理に係るユーティリティ費等。 

・汚水マンホールポンプの運転管

理に係るユーティリティ費等。 

・毎月支払い 

・年度最終月に実

費との差額を精算 

 

 

イ．対価の算出方法と支払方法  

  ①サービス対価 B-1 の算出方法と支払方法 

維持管理業務の対価のうち、委託費等を対象とする。なお、修繕業務は含ま

ない。対象となる業務の詳細は、【表 1-4】に示すとおりである。 
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【表 1-4】サービス対価 B-1(固定費 A)の対象となる業務 

業務分類 下水道施設 水道施設 工業用水道施設 

運転管理 

 

■処理場施設 

・運転管理 

・調達管理(薬品：活性

炭) 

・水質管理※ 

※下水処理場のみ 

・保安管理 

・PR 補助 

■水源施設 

（対象業務なし） 

 

■工水施設 

・休日取水・配水 

 

 

■下水道管路 

・MP 運転・監視操作 

・MP 日常点検 

■水道管路 

（対象業務なし） 

 

■工水管路 

（対象業務なし） 

 

保守管理 ■処理場施設 

・保守点検 

・衛生管理 

・清掃（受入施設） 

■水源施設 

・保守点検 

・衛生管理 

 

■工水施設 

・保守点検 

・衛生管理 

 

■下水道管路 

（対象業務なし） 

■水道管路 

・法令点検 

・漏水調査(目視) 

■工水管路 

・保守点検・調査 

・清掃 

情報管理 ■処理場施設 

・情報管理 

■水源施設 

・情報管理 

■工水施設 

・情報管理 

■下水道管路 

・情報管理 

■水道管路 

・情報管理 

■工水管路 

・情報管理 

廃棄物管理 ■処理場施設 

・管理事務 

・運搬、処分※ 

※受入施設のみ 

■水源施設 

（対象業務なし） 

■工水施設 

（対象業務なし） 

■下水道管路 

（対象業務なし） 

■水道管路 

（対象業務なし） 

■工水管路 

（対象業務なし） 

 

対価の支払い方法は、事業者により提案された額をもとに決定された年度ご

との支払額を 12 月で除した金額について毎月支払うものとする。 
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②サービス対価 B-2 の算出方法と支払方法 

維持管理業務の対価のうち、修繕業務に係る委託費等を対象とする。対象と

なる業務の詳細は、【表 1-5】に示すとおりである。 

 

【表 1-5】サービス対価 B-2(固定費 B【精算対象】)の対象となる業務 

業務分類 下水道施設 水道施設 工業用水道施設 

運転管理 

 

■処理場施設 

（対象業務なし） 

■水源施設 

（対象業務なし） 

■工水施設 

・緊急対応 

■下水道管路 

（対象業務なし） 

■水道管路 

（対象業務なし） 

■工水管路 

（対象業務なし） 

保守管理 ■処理場施設 

・浚渫※ 

※下水処理場のみ 

 

■水源施設 

・配水池清掃 

 

■工水施設 

（対象業務なし） 

■下水道管路 

・調査 

・清掃 

■水道管路 

（対象業務なし） 

■工水管路 

（対象業務なし） 

修繕 ■処理場施設 

・突発修繕 

・定期修繕 

■水源施設 

・突発修繕 

 

■工水施設 

・突発修繕 

 

■下水道管路 

・突発修繕 

■水道管路 

・突発修繕 

■工水管路 

・突発修繕 

廃棄物管理 ■処理場施設 

・運搬[産廃]※ 

※下水処理場のみ 

・処分[産廃] ※ 

※下水処理場のみ 

■水源施設 

（対象業務なし） 

■工水施設 

（対象業務なし） 

■下水道管路 

（対象業務なし） 

■水道管路 

（対象業務なし） 

■工水管路 

（対象業務なし） 

 

対価の支払い方法は、市と事業者で合意する年度ごとの支払額を 12 月で除し

た金額について毎月支払うものとし、年度最終月の支払において、当該年度中

の実費との差額について精算を行うものとする。サービス対価 B-2 の精算額の

算定方法は【表 1-6】のとおりとする。 
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【表 1-6】サービス対価 B-2(固定費【精算対象】)の精算額の算定方法 

業務分類 対象業務と精算額の算定方法 

運転管理 ■工水施設 ・緊急対応業務 事業者の積算に基づく。 

保守管理 ■処理場施設 ・浚渫※ 

※下水処理場のみ 

市が別途契約している「管渠等清

掃業務」に基づき積算した金額又

は事業者提案額。 

■水源施設 ・配水池清掃 事業者による見積金額 

修繕 ■共通 ・突発修繕 事業者の積算に基づく。なお、諸

経費の算出方法は事前に市と事業

者で協議。 

■処理場施設 ・定期修繕 事業者の積算に基づく。 

廃棄物管理 ■処理場施設 ・運搬[産廃] ※ 

・処分[産廃] ※ 

※下水処理場のみ 

運搬・処分先からの請求額 

 

③サービス対価 B-3 の算出方法と支払方法 

維持管理業務の対価のうち、処理場施設の運転管理に係る薬品費（次亜）を

対象とする。 

対価の支払い方法は、事業者により提案された額をもとに決定された年度ご

との支払額を 12 月で除した金額について毎月支払うものとする。なお、年間の

流入下水量が予定流入下水量から 5/100 を超える増減が発生した場合には年度

最終月の支払において精算を行うものとする。 

精算方法については、以下の数式により算出した精算額を基に市と事業者で

協議し決定する。 

 

 精算額＝（Qp－Qf）×Cps 

   Qp  ：年間実流入下水量   （m3/年度） 

  Qf  ：年間予定流入下水量×α※ （m3/年度） 

  Cps ：事業者の薬品費単価 （円/m3） 

※年間予定流入下水量に掛ける係数αは、実流入下水量が予定流入下水量よ

りも少ない場合は 0.95 を、多い場合は 1.05 を用いる。 

 

④サービス対価 B-4 の算出方法と支払方法 

維持管理業務の対価のうち、処理場施設、水源施設及び工水施設、汚水マン

ホールポンプの運転管理に係るユーティリティ費等を対象とする。なお、処理

場施設及び受入施設の運転管理に係る薬品費は含まない。対象となるユーティ

リティの詳細は、【表 1-7】に示すとおりである。 
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【表 1-7】サービス対価 B-4(変動費 B【精算対象】)の対象となるユーティリティ等 

業務分類 下水道施設 水道施設 工業用水道施設 

運転管理 

(調達管理) 

■処理施設 

・水道※水源あり 

・ガス 

・燃料 

・電力 

・薬品（次亜及び活性

炭を除く。） 

・通信 

・消耗品等 

■水源施設 

・水道 

- 

・燃料 

・電力 

・薬品 

 

- 

・消耗品等 

■工水施設 

・水道 

- 

・燃料 

・電力 

- 

 

- 

・消耗品等 

■汚水管路 

・電力 

・通信 

・消耗品等 

■基幹管路 

（対象ﾕｰﾃｨﾘﾃｨなし） 

■工水管路 

（対象ﾕｰﾃｨﾘﾃｨなし） 

 

対価の支払い方法は、市と事業者で合意する合意単価及び予定使用量をもと

に決定された年度ごとの支払額を 12 月で除した金額について毎月支払うものと

し、年度最終月の支払において、当該年度中の実費との差額について精算を行

うものとする。サービス対価 B-4 の毎月支払額及び精算額の算定方法は【表 1-

8】のとおりとする。 

 

【表 1-8】サービス対価 B-4(変動費 B【精算対象】)の精算額の算定方法 

分類 毎月支払額 精算額の算定方法 

水道 合意単価×年間予定使用量÷12 上下水道局からの請求額 

ガス 合意単価×年間予定使用量÷12 ガス会社からの請求額 

燃料 合意単価×年間予定使用料÷12 市の契約単価×購入数量 

電力 合意単価×年間予定使用量÷12 電力会社からの請求額 

薬品 合意単価×年間予定使用量÷12 ①市の契約単価があるもの 

 ⇒市の契約単価×購入数量 

②市の契約単価が無いもの 

 ⇒合意単価（３者見積）×購入数量 

通信 合意×年間予定使用量÷12 通信業者からの請求額 

消耗品等 年度予定金額(合意額)÷12 ①市の契約単価があるもの 

 ⇒市の契約単価×購入数量 

②市の契約単価が無いもの 

 ⇒合意単価（３者見積）×購入数量 
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３）コンサルタント業務等の対価 

ア．対価の内容  

市は、「管理・更新一体型マネジメント方式（レベル 3.5）」として事業者

が行う計画、設計、工事監理等のコンサルタント業務に対する対価を、サービ

ス対価として支払うものとする。 

当該サービス対価は、【表 1-9】に示すように、業務完了後に一括払いする

業務及び毎月払いする業務により構成される。 

 

【表 1-9】コンサルタント業務等に係るサービス対価 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
対価の内容 支払方法 

C-1 

・改築更新計画策定に係る業務委託料 

（水道、下水道、工業用水道） 

※改築更新計画の策定に必要な法令点検・

計画点検を含む。 

完了後一括払い 

C-2 

・下水処理場改築設計に係る業務委託料 

・管路改築設計に係る業務委託料 

（水道、下水道、工業用水道） 

完了後一括払い 

C-3 
・管路施設の工事監理に係る業務委託料 

（水道、下水道、工業用水道） 

毎月払い 

 

イ．対価の算出方法と支払方法  

 コンサルタント業務について、市と事業者は本募集要項【別紙４】の規定に

従って、各業務についての契約を行うものとする。 

そのうえで、年度実施協定額の範囲内で契約・履行された委託に要した費用

をサービス対価として支払うものとする。  

 

①計画策定及び実施設計に係る対価（サービス対価 C-1 及び C-2）の算出方法

と支払方法 

  年度実施協定額の範囲内で契約・履行された委託に要した費用をサービス

対価として業務完了後に支払うものとする。  

  

②管路施設の工事監理に係る対価（サービス対価 C-3）の算出方法と支払方法 

年度実施協定額に基づく当該年度支払額を 12 月で除した金額について毎月支

払うものとする。 
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４）改築工事・整備工事の対価 

ア．対価の内容  

市は事業者が行う本件施設の改築工事及び整備工事について、サービス対価

として支払うものとする。  

当該サービス対価は、【表 1-10】に示すように、下水処理場改築工事、下水

処理場整備工事（附帯事業提案を含む）及び工水管路改築工事（実施する場

合）で構成される。 

 

【表 1-10】改築工事・整備工事に係るサービス対価 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
対価の内容 支払方法 

D-1 
・下水処理場改築工事に係る対価  

※工事監理を含む 

前金払、部分払、完了時支

払い 

D-2 
・下水処理場整備工事に係る対価  

（精算） 

前金払、部分払、完了時支

払い 

D-3 
・工水管路改築工事に係る対価  

※実施する場合 

前金払、部分払、完了時支

払い 

 

イ．対価の算出方法と支払方法  

   改築工事及び整備工事について、市と事業者は本募集要項【別紙３】の規定

に従って、各工事についての契約を行うものとする。 

そのうえで、年度実施協定額の範囲内で契約・履行された工事に要した費用

について、サービス対価として支払うものとする。  
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（３）その他業務に係る対価 

１）雨水ポンプ場等の維持管理業務の対価 

ア．対価の内容  

市は事業者が行う雨水ポンプ場及び樋門・スクリーン施設（以下、「雨水ポ

ンプ場等」という。）の維持管理業務に対する対価を、サービス対価として支

払うものとする。（毎月支払いを基本とするが、事業期間中において市と事業

者の協議により変更も可能とする。）  

   当該サービス対価は、【表 1-11】に示すように、固定費と変動費で構成さ

れ、それぞれ精算対象であるものと精算対象外であるものに区分される。 

 

【表 1-11】雨水ポンプ場等の維持管理業務に係るサービス対価 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
項目 対価の主な内容 支払方法 

E-1 固定費 A 
・雨水ポンプ場等の維持管理業務に係

る委託費等。 
・毎月支払い 

E-2 固定費 B（精算） 

・雨水ポンプ場等の運転管理業務の一

部、保守管理業務の一部に係る委託費

及び修繕費等。 

・毎月支払い 

・年度最終月に実

費との差額を精算 

E-3 変動費 B（精算） 

・雨水ポンプ場等の運転管理に係るユ

ーティリティ費等。 

・毎月支払い 

・年度最終月に実

費との差額を精算 

 

イ．対価の算出方法と支払方法  

  ①サービス対価 E-1 の算出方法と支払方法 

雨水ポンプ場等の維持管理業務の対価のうち、委託費等を対象とする。な

お、修繕業務は含まない。対象となる業務の詳細は、【表 1-12】に示すとおり

である。 

   

【表 1-12】サービス対価 E-1(固定費 A)の対象となる業務 

業務分類 対象となる業務 

運転管理 

 

・雨天時の運転操作 

・保安管理 

保守管理 ・保守点検 

(建築設備)  

(機電、計装設備) 

・衛生管理（除草・清掃） 

情報管理 ・情報管理 

廃棄物管理 ・管理事務 

・沈砂収集、運搬 

・沈砂処分（無料） 

・し渣収集、運搬 
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対価の支払い方法は、事業者により提案された額をもとに決定された年度ご

との支払額を 12 月で除した金額について毎月支払うものとする。 

 

②サービス対価 E-2 の算出方法と支払方法 

雨水ポンプ場等の維持管理業務の対価のうち、修繕業務及び雨水ポンプ場等

の保守管理業務に係る委託費等を対象とする。対象となる業務の詳細は、【表

1-13】に示すとおりである。 

 

【表 1-13】サービス対価 E-2(固定費 B【精算対象】)の対象となる業務 

業務分類 対象となる業務 

運転管理 ・緊急時予防対応 

保守管理 ・保守点検 

(法定点検)  

(異常機器点検調査) 

 (原動機・減速機潤滑油交換) 

（水位計） 

・浚渫 

・衛生管理(汲取り及び樹木剪定)  

修繕 ・突発修繕 

廃棄物管理 ・し渣処分 

 

対価の支払い方法は、市と事業者により合意する年度ごとの支払額を 12 月で

除した金額について毎月支払うものとし、年度最終月の支払において、当該年

度中の実費との差額について精算を行うものとする。サービス対価 E-2 の精算

額の算定方法は【表 1-14】のとおりとする。 

 

【表 1-14】サービス対価 E-2(固定費【精算対象】)の精算額の算定方法 

業務分類 対象業務と精算額の算定方法 

運転管理 ・緊急時予防対応 市が別途契約している「台風接近に伴う非常用

発電機他設置業務委託」に基づき積算した金額

又は事業者提案額。 

保守管理 ・保守点検 事業者による見積金額 

・浚渫 市が別途契約している「管渠等清掃業務」に基

づき積算した金額又は事業者提案額。 

・衛生管理(汲取り) 汲取り業者からの請求額 

・衛生管理（樹木剪定） 事業者による見積金額 

修繕 ・突発修繕 事業者の積算に基づく。なお、諸経費の算出方

法は事前に市と事業者で協議。 

廃棄物管理 ・し渣処分 合意単価（２者見積）×年間処分量 
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④サービス対価 E-3 の算出方法と支払方法 

雨水ポンプ場等の維持管理業務の対価のうち、運転管理に係るユーティリテ

ィ費等を対象とする。対象となるユーティリティの詳細は、【表 1-15】に示す

とおりである。 

 

【表 1-15】サービス対価 E-3(変動費【精算対象】)の対象となるユーティリティ等 

業務分類 対象となるﾕｰﾃｨﾘﾃｨ等 

運転管理 

(調達管理) 

・水道 

・燃料 

・電力 

・通信 

・消耗品等 

 

対価の支払い方法は、市と事業者で合意する単価及び予定使用量をもとに決

定された年度ごとの支払額を 12 月で除した金額について毎月支払うものとし、

年度最終月の支払において、当該年度中の実費との差額について精算を行うも

のとする。サービス対価 E-3 の毎月支払額及び精算額の算定方法は前述の【表

1-8】に従うものとする。 

 

２）面整備業務に係る対価 

ア．対価の内容  

市は面整備業務において、事業者が行う設計、工事監理等のコンサルタント

業務に対する対価を、サービス対価として支払うものとする。 

当該サービス対価は、【表 1-16】に示すように、業務完了時に一括払いする

業務及び毎月払いする業務により構成される。 

 

【表 1-16】面整備業務に係るサービス対価 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
対価の内容 支払方法 

F-1 

・面整備実施設計に係る業務委託料 

（汚水管、雨水管） 

完了後一括払い 

F-2 
・面整備工事の工事監理に係る業務委託料 

（汚水管、雨水管） 

毎月払い 
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イ．対価の算出方法と支払方法  

 面整備業務について、市と事業者は本募集要項【別紙４】の規定に従って、

各業務についての契約を行うものとする。 

そのうえで、年度実施協定額の範囲内で契約・履行された委託に要した費用

をサービス対価として支払うものとする。  

 

①面整備実施設計に係る対価（サービス対価 F-1）の算出方法と支払方法 

 年度実施協定額の範囲内で契約・履行された委託に要した費用をサービス対

価として業務完了後に支払うものとする。  

 

  

②管路施設の工事監理に係る対価（サービス対価 F-2）の算出方法と支払方法 

年度実施協定額に基づく当該年度支払額を 12 月で除した金額について毎月支

払うものとする。 

 

３）汚水桝設置業務に係る対価 

市は汚水桝設置業務において、事業者が行う設計、工事監理等のコンサルタ

ント業務に対する対価を、サービス対価として支払うものとする。 

当該サービス対価は、【表 1-17】に示すように、発生月ごとに出来高払いす

る業務及び毎月払いする業務により構成される。  

 

【表 1-17】汚水桝設置業務に係るサービス対価 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
対価の内容 支払方法 

G-1 

・汚水桝設置のための設計・設置工事に係

る業務委託料（業者契約、検査、支払い） 

（精算） 

発生月ごとの出来高払い 

G-2 
・汚水桝設置工事の工事監理に係る業務委

託料 

毎月払い 

 

イ．対価の算出方法と支払方法  

 市は事業者が行う汚水桝設置業務に対する対価を、サービス対価として支払

うものとする。  

 

①汚水桝設置に対する設計及び設置工事に関する業務に係る対価（サービス対

価 G-1）の算出方法と支払方法 

市と事業者で合意した工種ごとの単価により積算した金額について、発生月

ごとに出来高払いとする。なお、積算用の単価については、官積算を上限とし

て年度ごとに新居浜市管工事協働組合の見積により協議して決定する。 
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②汚水桝設置工事の工事監理に係る対価（サービス対価 G-2）の算出方法と支

払方法 

事業者により提案された額をもとに決定された年度ごとの支払額を 12 月で除  

した金額について毎月支払うものとする。 
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２．サービス対価の改定 

２－１．賃金又は物価が変動した場合等におけるサービス対価の改定  

 事業期間中において著しく賃金又は物価が変動した場合等におけるサービス対価

の改定については、以下のとおりとする。  

 

（１）管理・更新一体マネジメント方式（レベル 3.5）に係る対価の改定 

１）統括管理業務の対価（サービス対価 A-1）の改定 

ア．統括管理業務の対価の改定については、【表 2-1】に示す指標の比較によ

り改定の必要性を判断するものとする。  

 

【表 2-1】統括管理業務に係るサービス対価の改定に使用する指標(案) 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
項目 対価の主な内容 改定に使用する指標(案) 

A-1 人件費 ・SPC の運営に係る人件費。 

・企業向けサービス価格指数 

【類別/諸サービス-小類別/平

均】 

A-2 
その他 

（人件費以外） 

・SPC 開業費、運営費（人件費

以外）、保険料など 
（改定の対象外） 

 

イ．サービス対価 A-1 の支払額について、年１回見直しを行うものとする。見

直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、【1000 分の 15 】を超過する

増減があった場合に改定を行うものとする。なお、改定の有無にかかわら

ず、事業者は、指数について市に書面により毎年報告を行うこと。毎年、４

月１日時点で公表されている最新の指数に基づき、６月 30 日までに見直し

を行い、各年度のサービス対価を確定する。改定されたサービス対価は、改

定年度の第１四半期以降の支払いに反映させる。 

 

２）維持管理業務の対価（サービス対価 B-1～B-3）の改定 

ア．維持管理業務の対価の改定については、【表 2-2】に示す指標の比較によ

り改定の必要性を判断するものとする。  
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【表 2-2】維持管理業務に係るサービス対価の改定に使用する指標(案) 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
項目 対価の主な内容 改定に使用する指標(案) 

B-1 固定費 A 

・維持管理業務に係る委託費等

及び処理場施設の運転管理に

係る薬品（活性炭）。（修繕業

務、廃棄物管理業務の一部を除

く） 

・薬品以外：企業向けサービ

ス価格指数【類別/諸サービス

-小類別/平均】 

・薬品：企業物価指数（日

銀）【類別/化学製品 

-小類別/無機化学工業製品】 

B-2 
固定費 B 

（精算） 

・維持管理業務のうち、修繕業

務、廃棄物管理業務の一部に係

る委託費等。 

（毎年度精算のため改定の対

象外） 

B-3 変動費 A 

・処理場施設の運転管理に係る

薬品費（次亜）。 

企業物価指数（日銀） 

【類別/化学製品 

-小類別/無機化学工業製品】 

B-4 
変動費 B 

（精算） 

・処理場施設の運転管理に係

るユーティリティ費等（薬品

費の一部を除く）。 

・水源施設及び工水施設の運

転管理に係るユーティリティ

費等。 

・汚水マンホールポンプの運

転管理に係るユーティリティ

費等。 

（毎年度精算のため改定の対

象外） 

 

イ．サービス対価 B-1 及び B-3 の支払額について、年１回見直しを行うものと

する。見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、【1000 分の 15 】を

超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、改定の有無にか

かわらず、事業者は、指数について市に書面により毎年報告を行うこと。毎

年、４月１日時点で公表されている最新の指数に基づき、６月 30 日までに

見直しを行い、各年度のサービス対価を確定する。改定されたサービス対価

は、改定年度の第１四半期以降の支払いに反映させる。 

 

３）コンサルタント業務等の対価（サービス対価 C-1～C-3）の改定 

コンサルタント業務等については、年度実施協定に基づいた単年度契約であ

ることから、対価の改定は行わない。 

 

４）改築工事・整備工事の対価（サービス対価 D-1～D-3）の改定 

改築工事・整備工事について、予期することのできない特別の事情により、

年度実施協定締結以降に日本国内において急激なインフレーション又はデフレ

ーションが生じ、本業務にかかるサービス対価が著しく不適当となったとき

は、市又は事業者は、相手方に対してサービス対価の変更を請求することがで

きる。 
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（２）その他業務に係る対価の改定 

１）雨水ポンプ場等の維持管理業務の対価（サービス対価 E-1～E-3）の改定 

ア．雨水ポンプ場等の維持管理業務の対価の改定については、【表 2-3】に示す

指標の比較により改定の必要性を判断するものとする。  

 

【表 2-3】雨水ポンプ場等の維持管理業務に係るサービス対価の改定 

に使用する指標(案) 

ｻｰﾋﾞｽ対価 

の分類 
項目 対価の主な内容 改定に使用する指標(案) 

E-1 固定費 A 
・雨水ポンプ場等の維持管理業

務に係る委託費等。 

・企業向けサービス価格指数 

【類別/諸サービス-小類別/平

均】 

E-2 
固定費 B 

（精算） 

・雨水ポンプ場等の運転管理業

務の一部、保守管理業務の一部

に係る委託費及び修繕費等。 

（毎年度精算のため改定の対

象外） 

E-3 
変動費 B 

（精算） 

・雨水ポンプ場等の運転管理に

係るユーティリティ費等。 

（毎年度精算のため改定の対

象外） 

 

イ．サービス対価 E-1 の支払額について、年１回見直しを行うものとする。見

直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、【1000 分の 15 】を超過する

増減があった場合に改定を行うものとする。なお、改定の有無にかかわら

ず、事業者は、指数について市に書面により毎年報告を行うこと。毎年、４

月１日時点で公表されている最新の指数に基づき、６月 30 日までに見直し

を行い、各年度のサービス対価を確定する。改定されたサービス対価は、改

定年度の第１四半期以降の支払いに反映させる。 

 

 

２）面整備業務に係る対価（サービス対価 F-1、F-2）の改定 

面整備業務については、年度実施協定に基づいた単年度契約であることか

ら、対価の改定は行わない。  

 

３）汚水桝設置業務に係る対価（サービス対価 G-1、G-2）の改定 

汚水桝設置業務については、単年度契約であることから、対価の改定は行わ

ない。 
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２－２．施設改良等に起因するサービス対価の改定  

（１）市の実施する施設改良等に起因する費用の増減 

  事業期間中において、市が実施する施設改良等により本業務に係る費用が増減

する場合、市又は事業者は、相手方に対してサービス対価の変更を請求すること

ができる。 

  サービス対価の改定額については、両者の協議により定めるものとする。  

 

（２）事業者の実施する施設改良等に起因する費用の増減 

１）サービス対価の改定対象となる施設改良等 

  事業期間中において、事業者の提案に基づいて契約内容を変更し、事業者が実

施する施設改良等により本業務に係る費用が低減する場合、サービス対価の変更

を行うものとする。  

 

２）サービス対価の改定対象とならない施設改良等 

  事業期間中において、契約の範囲内において事業者が自らの責任と費用により

実施する施設改良等により本業務に係る費用が増減する場合、サービス対価の改

定は行わない。  
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別紙３ 工事に係るサービス対価の設定及び変更方法 

 

 工事に係るサービス対価の設定及び設計変更に伴う変更契約金額の算定に当たっ

ては、市と事業者との間で総価契約単価合意方式に準じた以下の合意方法に基づく

ものとする。  

  

１．対象とする工事  

 対象とする工事は、以下とする。  

  ①下水処理場改築工事  

  ②下水処理場整備工事  

  ③工水管路改築工事（実施する場合）  

  

２．方法と手順  

（１）工事ごとの提案金額の設定及び改築実施基本協定の締結 

①工事ごとの提案工事金額の設定 

事業者は、「改築実施基本協定」の締結までに、企画提案時における自らの

提案工事金額の総額以下で各対象工事の提案工事金額を算定し、市へ提出して

合意を得るものとする。 

②改築実施基本協定の締結 

市と事業者は、合意した提案工事金額をもとに「改築実施基本協定」を締結

するものとする。  

 

（２）契約金額の変更方法についての合意 

  ①請負代金比率による変更 

事業者は、以下の式により対象工事ごとに「提案請負代金比率」を算出する

ものとし、詳細設計の結果や工事内容の変更に伴う設計変更による変更工事金

額については、変更後の内容に基づく官積算金額に当該「提案請負代金比率」

を乗じて設定することについて、市と合意するものとする。  

 

   対象工事の提案請負代金比率 

＝対象工事の提案工事金額／対象工事の予定工事金額※ 

   ※予定工事金額は、募集要項等公表時に市が開示する、ストックマネジメント計画等に

基づいて予定されている工事金額とする。 

 

  ②個別単価による変更 

事業者は、対象工事の契約金額の変更について、①による方法のほか、個別

単価による方法を選択することができる。  

事業者は、工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額。）のそれぞれ
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について、（１）①で設定した当該工事の提案工事金額を上限として算出した

「提案個別単価」について市と協議し、合意を得るものとする。  

 

  ③合意書の作成、提出 

事業者は、①及び②の合意内容について「合意書」を作成し、市へ提出する

ものとする  

 

（３）事業期間中に追加で実施する工事 

   整備工事など、当初の「改築実施基本協定」締結時には予定されていない

が、事業期間中に追加で実施が決定される工事については、以下の方法で契約

金額について合意を行うものとする。  

①予定契約金額の合意 

当初の「改築実施基本協定」に含まれていない工事等を実施する場合につい

ては、当該工事の予定する内容に基づいて官積算を行った上で、市と事業者の

協議により工事実施の可否及び予定契約金額について協議し、合意するものと

する。 

  ②契約変更方法についての合意 

   市と事業者は、以下の式で算出される「予定請負代金比率」又は予定契約金

額を上限として設定する「個別単価」について合意を行うものとする。  

 

対象工事の予定請負代金比率 

＝対象工事の予定契約金額／官積算による工事金額 

 

  ③合意書の作成、提出 

事業者は①及び②の合意内容について「合意書」を作成し、市へ提出するも

のとする。 

 

（４）詳細設計の結果を踏まえた工事金額の変更 

  ①変更金額の算出 

事業者は、各対象工事の工事金額のうち、本事業で詳細設計を実施する改築

工事等については、詳細設計の結果を踏まえて官積算を行うものとする。ま

た、「合意書」に基づく方法により変更金額を算出し、市に提出する。  

  ②年度実施協定への反映 

   市は、変更内容を確認し、当該変更金額をもって「年度実施協定」に反映さ

せるものとする。  

 

（５）工事内容の変更に伴う契約額の変更 

  ①変更金額の算出 
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事業者は、対象工事の契約後に、市の要望や設計時に想定しえなかった現場

事情等により工事内容に変更の必要が生じた場合は、当該工事内容の変更によ

り生じる変更金額について、官積算及び「合意書」に基づく方法により算出

し、市に提出する。  

  ②契約金額の変更 

市は、事業者から提出された変更内容について確認し、変更が適当であると

判断された場合について、当該工事に係る契約金額の変更を行うものとする。  
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別紙４ コンサルタント業務及び下水道管路面整備業務に係るサービス対

価の設定及び変更方法 

 

 コンサルタント業務及び下水道管路面整備業務に係るサービス対価の設定及び設

計変更に伴う変更契約金額の算定に当たっては、市と事業者との間で以下の合意方

法に基づくものとする。 

  

１．対象とする業務  

 対象とする業務は、以下とする。  

（１）コンサルタント業務 

  ①改築更新計画策定に係る業務委託料（水道、下水道、工業用水道） 

②下水処理場改築設計に係る業務委託料 

③管路改築設計に係る業務委託料（水道、下水道、工業用水道） 

④管路施設の工事監理に係る業務委託料（水道、下水道、工業用水道） 

（２）下水道管路面整備業務 

①面整備実施設計に係る業務委託料（汚水管、雨水管） 

②面整備工事の工事監理に係る業務委託料（汚水管、雨水管） 

 

２．方法と手順  

（１）業務ごとの提案委託金額の設定 

事業者は、「改築実施基本協定」の締結までに、１に示した各対象業務につ

いて、企画提案時における自らの提案金額以下で各対象業務の提案委託金額を

算定し、市へ提出して合意を得るものとする。  

 

（２）契約金額の変更方法についての合意 

  ①委託金額比率による変更 

事業者は、以下の式により対象業務ごとに「提案委託金額比率」を算出する

ものとし、業務実施内容の変更に伴う変更委託金額については、変更後の内容

に基づく官積算金額に当該「提案委託金額比率」を乗じて設定することについ

て、市と合意するものとする。  

 

   対象委託業務の提案委託金額比率 

＝対象委託業務の提案委託金額／対象委託業務の予定委託金額※ 

   ※予定委託金額は、募集要項等公表時に市が開示する各対象業務に係る予定額とする。 

 

  ②合意書の作成、提出 

事業者は、①の合意内容について「合意書」を作成し、市へ提出するものと

する 
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（３）年度実施協定の締結 

  ①業務金額の算出 

   事業者は、各対象業務の実施内容について市と協議及び調整の上、委託金額

を算出し、市に提出する。なお、当初の予定から業務実施内容の必要が生じた

場合は、業務実施内容変更後の変更委託金額について、官積算及び「合意書」

に基づく方法により算出するものとする。  

  ②年度実施協定の締結 

市は、委託金額若しくは変更委託金額について確認し、市と事業者は当該金

額をもって「年度実施協定（コンサルタント業務）」及び「年度実施協定（下

水道管路面整備業務）」を締結するものとする。  

  

（４）業務内容の変更に伴う契約額の変更 

  ①変更金額の算出 

事業者は、対象業務の契約後に、市の要望や契約時に想定しえなかった現場

事情等により業務内容に変更の必要が生じた場合は、当該業務内容の変更によ

り生じる変更金額について、官積算及び「合意書」に基づく方法により算出

し、市に提出する。  

  ②契約金額の変更 

市は、事業者から提出された変更内容について確認し、変更が適当であると

判断された場合について、当該業務に係る契約金額の変更を行うものとする。  
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別紙５  サービス対価の支払い停止及び減額 

 

１．サービス対価の支払い停止  

 下水処理場における日々の運転管理において、放流水質又は脱水ケーキ含水率が

要求基準値を超過若しくはその恐れがある場合、若しくは市によるモニタリングの

結果、実施業務の契約内容未達若しくはその恐れがある場合には、市が策定するモ

ニタリング実施計画書（モニタリング実施計画書が未作成の場合はモニタリング基

本計画書。以下同じ。）に基づき、措置の対象となるレベルに応じ、市は事業者に

対して、【①注意】、【②指導】、【③勧告】、【④警告】及び【⑤命令】の措置

を【図 1-1】に示すフローに従い行うものとする。  

このうち、【③勧告】に相当する措置を行う場合においては、市はその是正が確

認できるまでサービス対価の支払いを停止することができる。  

なお、【⑤命令】（是正を行うことを再度命令）にも関わらず、是正が行われて

いると認められない場合は、市は事業契約を解除することができる。  

措置の対象となるレベルは【表 1-1】を予定しており、市と事業者の協議により

最終決定するものとする。  

 

【表 1-1】契約内容未達の認定レベルと事象 

認定レベル 事象 

レベル 1 業務管理の工程における軽微な不備 

（事象例） 

・管理目標値の未達が 7 日以上継続 

・書類、備品等の整理整頓不足 

・不衛生状態の放置 

レベル 2 要求水準の未達がある場合、影響が市と事業者間または対象施設内に留まるも

の 

（事象例） 

・脱水ケーキ含水率の汚泥契約基準未達が 7 日以上継続 

・契約や届出等に関する重要な書類の欠損 

・工事中の施設破損 

・合理的理由のない工期遅延の発生 

・頻発する設備の故障の放置 

・苦情の頻発 

・必要な点検（法定点検を除く）の未実施 

・過失による事故の発生（影響が対象施設内に留まるもの） 

レベル 3 事業契約に違反する行為で故意又は過失による市への信用失墜行為（第３－２

（５）②に該当するものを除く）、不法行為、その他影響が第三者又は対象施設

外に及ぶもの 

（事象例） 

・放流水質の法定水質基準未達 

・苦情の放置 

・法定点検の未実施 

・過失による事故の発生（影響が対象施設外に及ぶもの） 

・大規模な事故･火災･労働災害（死亡事故）の発生 
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【図 1-1】契約内容未達時における措置の内容 

レベル１ 指導（書面）

レベル１の恐れ 注意（口頭）

速やかに改善措置 措置終了
（改善）

市の承諾に基づき

改善措置
措置終了

（改善）

（改善未達）

レベル２ 勧告（書面） 内容公表

措置終了

（改善未達）

警告（書面）

改善計画作成

改善措置

（改善）

内容公表

改善計画作成

改善措置

（改善）

命令（書面）

（改善未達）

理由書・改善計画作成

改善措置

（改善）

（改善未達）

契約解除違約金の支払い

契約解除

故意による市への信用

失墜行為

措置終了

措置終了

措置終了

内容公表

内容公表

（改善未達）

命令（書面）

レベル３

改善計画作成

改善措置

（改善）
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２．サービス対価の減額 

（１）運転管理業務に係るサービス対価の減額  

 市は、放流水質の法定水質基準未達による命令又は脱水ケーキ含水率の汚泥契約

基準未達に伴う勧告を受けた事業者に対し、運転管理業務に係るサービス対価の支

払について減額することができる。  

サービス対価を減額方法は以下のとおりとする。  

 

（ア）減額の対象となるサービス対価 

  減額の対象となるサービス対価は、本募集要項「別紙２サービス対価の支払方

法」に定める「サービス対価 B-1」のうち【表 2-1】に示す「下水処理場及び受入

施設に係る運転管理業務の対価」とする。 

 

【表 2-1】サービス対価 B-1 の減額対象となる業務 

業務分類 
減額対象となる業務 

（下水道施設） 

運転管理 ■処理場施設 

・運転管理 

・調達管理(薬品) 

・水質管理 ※処理場のみ 

・保安管理 

・PR 補助 

 

（イ）減額の算定方法 

下記の①及び②について「サービス対価 B-1」の減額を個別に算定し、その合

計額（Ａ＋Ｂ）を減額する。 

 

①放流水質に係る法定水質基準未達の場合  

   放流水質に係る法定水質基準未達に伴うサービス対価の減額は、次に示す方

法により算定する。  

 

●サービス対価 B-1 の減額Ａ 

＝当該年度のサービス対価 B-1 のうち下水処理場及び受入施設に係る 

運転管理業務の対価×（α/当該年度の全日数） 

ここで、α（日）：法定基準未達の日数 

 

②脱水ケーキ含水率に係る汚泥契約基準未達の場合  

   脱水ケーキ含水率の汚泥契約基準未達に伴うサービス対価の減額は、次に示

す方法により算定する。 
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●サービス対価 B-1 の減額Ｂ 

＝当該年度のサービス対価 B-1 のうち下水処理場及び受入施設に係る 

運転管理業務の対価×（β/当該年度の全日数） 

     ここで、β（日）：汚泥契約基準未達の日数（放流水質の法定基準未達

により減額対象となった日は除く） 

 

（ウ）未達日数（α）の算定方法 

  検査結果の判明に検査実施日（採取日）から時間を要する水質項目（BOD な

ど）については、以下の考え方を基本として未達日数αを算定する。なお、本ケ

ースでは分析に５日間要する場合を想定している。  

 

【ケース１】基準未達判明直後の追加検査結果が基準達成だった場合  

定期測定の検査の結果、法定基準の未達が判明した日（下例では６日）に追加

検査を行った結果が当該法定基準を満足した場合は、α＝１日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 3-2】基準未達判明直後の追加検査結果が基準達成だった場合 

 

 

 

 

 

 

 

経過日数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

定期測定 ① 採水 → → → → NG

② 採水 → → → →

追加測定 ① 採水 → → → → OK

② 採水 → → →

③ 採水 ※定期で実施

④ 採水 →

⑤ 水質不明のため未達としない 採水

⑥

未達判定 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⇒α=１日

分
析
終
了
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【ケース２】基準未達判明直後の追加検査結果が基準未達成だった場合  

定期測定の検査の結果、法定基準の未達が判明し（下例では６日）、その日以

降の追加検査を行った結果が複数日数、当該法定基準を満足しなかった場合は、

当初の定期測定日（下例では１日）から当該法定基準の未達が発生した最終日

（下例では６日）までの全日数を法定基準未達の日数 α とする。（下例では、α

は１日から６日までの６日となる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 3-3】基準未達判明直後の追加検査結果が基準未達成だった場合 

 

（エ）流入下水が流入基準を超過した場合 

①（イ）①又は②において、流入下水が要求水準書に示す流入基準を超過した場

合、放流水質法定基準未達であっても、サービス対価 B-1 の減額は行わない

（水量に関する流入基準、又は当該項目に係る水質に関する流入基準が超過し

た場合に限る。以下②において同じ。）。ただし、流入基準を超えた場合であ

っても市と事業者で対応可能と合意した場合を除く。  

 

②流入水が要求水準書に示す流入基準を超過した場合、放流水が要求水準書に示

す放流水質法定基準を満たしていないことによる第三者からの損害賠償は、市

が負担するものとする。 

 

（２）その他、業務の未実施等に係るサービス対価の減額  

  その他、仕様内容や提案内容について、業務の未実施があった場合は、未実施

相当分のサービス対価を減額することができる。減額の額については、市と事業

者での協議により決定する。 

経過日数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

定期測定 ① 採水 → → → → NG

② 採水 → → → →

追加測定 ① 採水 → → → → NG

② 採水 → → → → OK

③ 採水 ※定期で実施

④ 採水 → →

⑤ 未達が解消していないと判断 採水 →

⑥ 採水

未達判定 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

⇒α=６日

分
析
終
了
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別紙６  事業者が付保すべき保険 

 

 事業者は、事業期間中、自己の費用により、第三者賠償保険、その他必要な保険

を付保するものとする。 

 

 

 


